
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
四
号

在
外
公
館
等
借
入
金
の
返
済
の
実
施
に
関
す
る

法
律

（
こ
の
法
律
の
趣
旨
）

第
一
条
　
在
外
公
館
等
借
入
金
の
返
済
の
実
施
に
関
し
て

は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
在
外
公
館
等
借
入
金
」

と
は
、
在
外
公
館
等
借
入
金
の
確
認
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
三
号
。
以
下
「
確
認

法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
外
務
大
臣
が
国
の
債

務
と
し
て
承
認
し
た
借
入
金
を
い
い
、
以
下
「
借
入

金
」
と
略
称
す
る
。

（
借
入
金
の
返
済
）

第
三
条
　
財
務
大
臣
は
、
国
に
対
し
て
借
入
金
の
返
済
を

請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
者
に
対
し
て
、
本
邦
通
貨
を

も
つ
て
借
入
金
の
返
済
を
行
う
。

（
借
入
金
の
金
額
）

第
四
条
　
借
入
金
の
金
額
は
、
確
認
法
第
六
条
に
規
定
す

る
借
入
金
確
認
証
書
に
記
載
さ
れ
た
現
地
通
貨
表
示
に

よ
る
金
額
を
、
別
表
在
外
公
館
等
借
入
金
換
算
率
表
に

よ
り
本
邦
通
貨
表
示
に
よ
る
金
額
に
換
算
し
た
金
額
の

百
分
の
百
三
十
に
相
当
す
る
金
額
（
同
一
人
に
つ
い
て

計
算
し
た
そ
の
借
入
金
の
金
額
の
合
計
額
が
五
万
円
を

こ
え
る
と
き
は
五
万
円
、
同
一
人
に
つ
い
て
計
算
し
た

そ
の
借
入
金
の
金
額
の
合
計
額
が
五
百
円
に
満
た
な
い

と
き
は
五
百
円
）
と
す
る
。

（
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
へ
の
繰
入
）

第
五
条
　
財
務
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
、
予
算
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
会
計
年
度
に
返
済
す
べ
き
借
入

金
の
金
額
及
び
そ
の
返
済
に
関
す
る
事
務
に
要
す
る
経

費
に
相
当
す
る
金
額
を
一
般
会
計
か
ら
国
債
整
理
基
金

特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
務
の
委
託
）

第
六
条
　
財
務
大
臣
は
、
借
入
金
の
返
済
に
関
す
る
事
務

の
一
部
を
日
本
銀
行
に
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
財
務
大
臣
は
、
借
入
金
の
返
済
に
必
要
な
資
金
を
日

本
銀
行
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
返
済
手
続
の
細
目
）

第
七
条
　
借
入
金
の
返
済
手
続
の
細
目
は
、
財
務
省
令
で

定
め
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
六
月
三
〇
日
法
律
第
九

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
四
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

別
表

在
外
公
館
等
借
入
金
換
算
率
表

借
入
金
提
供

地
域

現
地
通
貨

借

入

金

提

供
時
期

換
算
率

（
本
邦
通
貨
一
円

に
対
す
る
現
地

通
貨
表
示
に
よ

る
金
額
）

朝
鮮

朝
鮮
銀
行
券

　 
1
.
5
0

円

日
本
銀
行
券

　 
1
.
5
0

円

満

洲

・

関

東
州

朝
鮮
銀
行
券

昭
和2

2

年

3

月

3
1

日

以
前

1
.
6
0

円

昭
和2

2

年
4

月

1
日

以
降

1
0
.
0
0

円

満
洲
中
央
銀

行
券

昭
和2

2

年

3

月

3
1

日

以
前

1
.
6
0

円

昭
和2

2

年

4

月

1

日

以
降

1
0
.
0
0

円

東
北
九
省
流

通
券

昭
和2

2

年

3

月

3
1

日

以
前

1
.
6
0

円

昭
和2

2

年

4

月

1

日

以
降

1
0
.
0
0

円

ソ
連
軍
票

昭
和2

2

年

3

月

3
1

日

以
前

1
.
6
0

円

昭
和2

2

年

4

月

1

日

以
降

1
0
.
0
0

円

華
北

中
国
連
合
準

備
銀
行
券

　 
1
0
0
.
0
0

円

法
幣

　 
2
0
.
0
0

元

関
金
券

　 
1
.
0
0

元

華
中
・
華
南
中
国
中
央
儲

備
銀
行
券

　 
2
,
4
0
0
.
0
0

円

法
幣

　 
1
2
.
0
0

元

関
金
券

　 
0
.
6
0

元

ア
メ
リ
カ
合

衆
国
ド
ル

　 
0
.
0
1

ド
ル

中
国
連
合
準

備
銀
行
券

　 
1
0
0
.
0
0

円

昭
和
十
二
年

軍
用
手
票

　 
1
0
.
0
0

円

タ
イ
国

タ
イ
国
通
貨

　 
1
.
0
0

バ
ー
ト

仏

領

印

度

支
那

仏
領
印
度
支

那
通
貨

　 
1
.
0
0

ピ
ア
ス
ト

ル

備考
一
　
第
四
条
の
現
地
通
貨
表
示
に
よ
る
金
額
の
本
邦

通
貨
表
示
に
よ
る
金
額
へ
の
換
算
は
、
借
入
金
確

認
証
書
の
記
載
に
従
い
、
借
入
金
提
供
地
域
及
び

現
地
通
貨
の
区
分
に
応
じ
、
且
つ
、
借
入
金
提
供

地
域
が
満
洲
又
は
関
東
州
で
あ
る
場
合
に
は
借
入

金
提
供
時
期
の
区
分
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
換
算

率
を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

二
　
借
入
金
提
供
地
域
が
中
国
の
華
北
、
華
中
又
は

華
南
の
地
域
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
借
入
金

確
認
証
書
に
記
載
さ
れ
た
在
外
公
館
、
邦
人
自
治

団
体
そ
の
他
当
該
借
入
金
の
提
供
を
受
け
た
も
の

に
つ
い
て
財
務
省
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
「
華

北
」
又
は
「
華
中
・
華
南
」
の
項
に
定
め
ら
れ
た

換
算
率
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

1


